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第１章  総 則 

 

 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定により、市民の生命、身体及び財産を一般災害から保

護するために、牧之原市及び防災機関が行うべき牧之原市の地域に係る「風水害対策の大綱」(共通

対策編で定めたものを除く)を定めるものとする。 

風水害対策編は、以下の各章から構成する。 

なお、復旧・復興については、(共通対策編 第4章 復旧・復興対策)によるものとする。 

章 記載内容 

第１章 総則 計画作成の趣旨、構成、過去の顕著な災害、予想される災害と地域 

第２章 災害予防計画 

河川災害予防計画、海岸保全災害防除計画、道路・橋りょう災害防

除計画、土砂災害防除計画、山地災害防除計画、林道災害防除計画、

農地災害防除計画、倒木被害防除計画、避難情報の事前準備計画、避

難誘導体制の整備計画、防災知識の普及計画 

第３章 災害応急対策計画 

指定水防管理団体・水防機関、水防管理団体の水防計画、水防組織

及び非常配備体制、水防上注意を要する水門等、水防区域の危険箇所、

水防に関する予警報、情報収集・伝達、広報活動、水防資機材の整備

及び調達 

 

 

第１節 過去の顕著な災害 

１ 風水害 

１８５４年１２月２３日 

(嘉永７年１１月４日) 

安政東海地震津波 

全県沿岸で被害があったが、川崎では１７～１８尺(約５ｍ)

の津波が襲い、湊町は水漬となって家も少々流された。徳村で

は波により船３隻が打上げられた。津波の高さは福岡で４.５～

５m、波津で５～６m、地頭方で６.３mであった。古記録によ

ると津波は地震後短時間で襲来した。 

１９６２年 

(昭和３７年７月２７日) 

台風７号 

県中・西部で被害があった。旧相良町で川が逆流氾濫し、堤

防が切断した。被害は全壊１戸、半壊２戸、床上浸水６７戸、

床下浸水１,０３２戸であった。 

１９８２年 

(昭和５７年９月１２～１３日) 

台風１８号 

全県下で被害があったが、旧榛原町では、死者２人、負傷者

４人、全壊１戸、半壊４戸、床上浸水２０６戸、床下浸水５８

５戸の被害が出た。 

２０１３年 

(平成２５年４月６日) 

市付近における集中豪雨により、氾濫危険水位を超えたため

１２００世帯、約３６００人に避難勧告を発令した。被害は、

細江地区を中心に床上浸水６戸、床下浸水５６戸であった。 

２０１９年 

(令和元年１０月１1～１2日) 

令和元年東日本台風 

全県下で被害があり、市でも総雨量382㎜、最大時間雨量72

㎜、市内の３河川とも「氾濫危険水位」を超過した。 

死者1名、一部損壊７戸、床上12戸、床下91戸の被害が出た。 
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２０２２年 

(令和４年９月２３日～２４日) 

台風１５号 

台風１５号の影響により、菅山地区、坂部地区、勝間田地区で

被害が発生した。 

住家の床上浸水16棟、床下浸水67棟、一部損壊44棟。非住

家の倒壊2棟、倒壊以外104棟。 

土砂災害警戒情報も発表されたため、市内全域に避難指示を発

令し、避難所を４箇所開設した。 

 

２ 竜巻・突風 

２０２１年 

(令和３年５月１日) 

牧之原市竜巻等災害 

牧之原地区、勝間田地区、坂部地区、須々木地区にて竜巻と

思われる突風が発生した。 

住家の半壊８棟、一部損壊９５棟。非住家の倒壊８棟、倒壊

以外３７棟。その他ビニールハウスや電柱が倒れる等の被害が

あった。 

２０２２年 

(令和４年９月１８日) 

牧之原市突風災害 

須々木地区から大沢地区で発生した突風は竜巻と判断。勝田

から勝間で発生した突風は竜巻と推定される被害が発生した。 

住家の一部損壊29棟、非住家の倒壊が2棟、倒壊以外が40棟。

その他2人の軽傷者と車両等の被害があった。 

２０２２年 

(令和４年９月２３日) 

突風災害 

新庄地区で竜巻と思われる突風災害が発生し、住家や車両等

に被害があった。 

 

３ 地すべり等 

発生年月日 状況 

平成２４年７月３日～４日 

活発な梅雨前線の影響による局地的な大雨に見舞われた。３日午

後８時半ごろ静波１丁目地内では龍眼山が崩れ、土砂に押し流され

た樹木が住宅１階の壁を突き破り、室内まで土砂が流れ込んだ。こ

の土砂崩れにより３棟の住宅で屋根が壊れるなどの被害があった。 

 

 

第２節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

市内の主要河川は、以下の３河川である。季節的には４～５月は低気圧の通過に伴い、豪雨となるこ

とがある。６～７月は梅雨前線活動の活発化により、大雨や局地的豪雨に見舞われることがある。また

８～10月にかけては台風の接近又は上陸により、暴風雨による災害が発生することがある。 

流域名 流域の状況 

坂口谷川 

坂口谷川は、牧之原市赤坂の赤坂池を源流に、牧之原市の東側丘陵地を蛇行しなが

ら高尾川など九つの準用河川と合流して駿河湾に注ぐ流路延長約10km、流域面積

21.7k m２の二級河川である。小規模河川改修や県営排水対策、富士山静岡空港関連

などの事業により、５年に１度発生する確率の降雨に対応する改修事業が完了している。  
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勝間田川 

勝間田川は、大井川河口から御前崎までの榛南地域と呼ばれる地域に位置する流域

面積約36.4km２、幹川流路延長約15km の二級河川である。流域は勝間田川に沿っ

て細長い形状をしており、牧之原台地から海岸に向けて延びる尾根によって隣接流域

と分かれている。流域の約７割を山地が占め、平地は約３割である。 

萩間川 

萩間川は、その源を牧之原市東萩間に発し、途中、支川部ヶ谷川、白井川、菅ヶ谷

川を合流しながら、牧之原市街地を貫流し、相良港にて駿河湾に注ぐ、流域面積約

38km２、幹川流路延長約10kmの二級河川である。下流域は沖積平野で三角州が形

成されている。河口部右岸側は、沖積平野と海岸の間に挟まれて発達した、延長約

1,000m もの砂嘴である。 

 

２ 高潮・高波 

本市は、駿河湾に面する１５km の海岸線を有し、台風・低気圧等による高潮・高波の影響を受けや

すく、全海岸線において災害が予想される。 

季節的には８～10月下旬にかけては、台風の影響による高潮・高波が発生することがある。ま

た、１１月下旬から３月にかけては、海上を吹き抜ける西風のため、高波が発生することがある。 

 

３ 土石流・地すべり・がけ崩れ 

市内には、砂防指定地が３８箇所、地すべり防止区域が５箇所、急傾斜地崩壊危険区域が２８箇所、

土砂災害(特別)警戒区域が４６６箇所指定されており、降雨時や地震時の被害が予想される((資料編 

７ 建設・港湾)を参照)。 
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第２章  災害予防計画 

 

 

第１節 総則 

この計画は、災害を未然に防止するとともに、災害発生時における被害の軽減を図ることを目的と

し、平素から行う措置について定めるものとする。 

県及び市は、治水、防災、まちづくり、建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏まえ、

豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。特に豪雨や洪水リ

スクの評価に際しては、浸水深や発生頻度を踏まえて検討するよう努めるものとする。また、前述の評

価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努めるものとする。 

県及び市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止

するため、災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏ま

え、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、県又は市が定める水位より高い地盤面や居室の床面の

高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。 

市は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては、災害リ

スクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対

策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるものとする。 

県及び市は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、洪水、高潮、

土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移

転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。 

県、市及び建築物の所有者等は、強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図る

ものとする。 

 

 

第２節 河川災害予防計画 

１ 河川の特徴 

本市の河川は、牧之原台地に端を発し、上流部は比較的急流が多く、平野部に入ると緩やかな流れ

となり海岸線へと向かっている。流域の地質は、上流域の牧之原台地は旧大井川河床堆積物である。

台地から流出する土砂が堆積することから河床も高いため、ひとたび破堤溢水の事態が生ずれば極め

て広範囲にわたる災害の危険性がある。 

また、駿河湾の高波、台風時の波浪等の影響により、河口部に土砂が堆積し河口閉塞する河川もあ

り、洪水の流下を阻害するとともに背後地の排水にも影響を及ぼす恐れがある。 

以上が本市の主な特徴であるが、河川ごとそれぞれ独自の性格を有しているほか、降雨による出水

状況の変化がある事から、十分な調査研究により対策を講じることが必要である。 

 

２ 河川の治水対策 

本市の二級河川は 12 河川、流路延長は約 65.6km であり、準用河川は 59 河川、流路延長は約

67.2ｋｍである。 

(１) 萩間川、勝間田川、坂口谷川の整備 

(２) 勝間田川、坂口谷川の河口閉塞の解消・促進を図る。 

(３) 萩間川、勝間田川、坂口谷川は、警戒水位を超えることがあるため、溢水部分について改修

を促進する。 



＊＊＊ 牧之原市地域防災計画 風水害対策編 ＊＊＊ 

 

風水害 － 5 

(４) その他の二級河川については、未改修区間の改修、局部改良工事の早期整備を促進する。 

(５) 準用・普通河川についても、改修、改良工事を推進する。 

 

３ 浸水想定区域等の指定に伴う実施事項 

(１) 市は、国土交通省や県から洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域(以下、総称して「浸水想

定区域」という。)の指定があったときは、市地域防災計画において、洪水予報等の伝達方法及

び避難場所等に関する事項その他洪水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な事項について定めるものとする。 

(２) 市は、市地域防災計画において、浸水想定区域内に以下の施設がある場合には、これらの施

設の名称及び所在地、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予

報等の伝達方法について定めるものとする。 

ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）で洪水時

等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることが必要なもの。 

イ 要配慮者利用施設で洪水時等に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保が必要なもの。 

ウ 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として

市が条例で定める用途及び規模に該当するもの）の所有者又は管理者から申出があった施設

で洪水時等に浸水の防止を図る必要があるもの。 

  上記のうち、要配慮者利用施設については、洪水時等の利用者の円滑かつ迅速な避難の確

保を図るために以下の事項を定めるものとする。 

・ 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。当

該計画を作成したときは、遅滞なく、市長に報告しなければならない。計画を変更したと

きも同様とする。 

また、市長は上記要配慮者利用施設の所有者又は管理者が計画を作成していない場合、

当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要

があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示を

することができる。 

・ 市長は、上記指示を受けたにも関わらず、正当な理由なくその指示に従わなかったとき

は、その旨を公表することができる。 

・ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画に定めるところにより、円滑かつ迅速な

避難確保のための訓練を行わなければならない。 

・ 市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定 

期的に確認するよう努めるものとする。また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対し 

て、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとす 

る。 

・ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自衛水防組織を置くよう努めなければならな

い。なお、自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員等を市長

に報告しなければならない。当該事項を変更したときも同様とする。 

 (３) 浸水想定区域をその区域に含む市の長は、市地域防災計画において定められた洪水予報等の

伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練に関す

る事項その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項、並びに浸水想定区
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域内の地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民に周知させる

ため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(４) 事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域の該当性並びに被害想定の確認

を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のた

め必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとする。 

 

４ 連携体制の構築 

水災については、気候変動による影響を踏まえ県及び国土交通省が組織する洪水氾濫による被害を

防止・軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「大規模氾

濫減災協議会」、「流域治水協議会」等の既存の枠組みを活用し、国、県、市町、河川管理者、水防管

理者等に加え、公共交通事業者、メディア関係者、利水ダム管理者等の集水域を含めた流域全体のあら

ゆる関係者が協働し、「流域治水」の取組を推進するための密接な連携体制を構築するとともに、他の

地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時における具体的な避難・受入方法を含めた手順等

を定めるよう努めるものとする。 

 

 

第３節 海岸保全災害防除計画 

１ 海岸の特徴 

本市の海岸は駿河湾に面し、延長は約 15.3Km である。 

状況 

１ 海底勾配が急で波のエネルギーが減衰することなく直接海岸に影響するため、高波が来襲す

る。 

２ 堤防高はT.P+10.0m程度～6.２ｍで整備されている。 

３ 河川からの供給土砂の減少や移動バランスの変化に伴って、砂浜の砂利浜化や侵食が目立って

いる。 

 海岸の浸食防止、高潮・高波被害の防止対策、防潮堤の耐震化及び強化の安全対策を国・県に働き

かける。 

 

２ 海岸防災林造成事業 

海浜からの強風や飛砂及び潮の被害から田畑や住宅を守るため、海岸線に整備されている海岸防

災林においては、その機能を維持増進するための森林の管理を適切に行い、風害又は飛砂、高潮等に

よる被害の軽減を図る。 

 

３ 高潮浸水想定区域の指定及び周知等 

 市は、高潮災害に対する住民の警戒避難体制として、高潮警報等が発表された場合には、「避難情

報等の判断・伝達マニュアル」により、必要に応じて避難指示等を発令する。 

 

 

第４節 道路・橋りょう災害防除計画 

市道等の防災対策として、交通危険箇所の解消を図るため災害防除事業等を実施するとともに、日

常的に道路パトロールを実施し、事前通行規制の実施など災害の未然防止に努め、また災害が発生し
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た場合は、早急に交通路確保のため応急措置を実施している。 

今後も、緊急輸送路の指定状況や迂回路の有無、被災履歴の有無等を勘案し、通行危険箇所の解消を

図る方針である。 

道路管理者は、発災後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について建設

業者等との協定の締結に努めるものとする。 

県及び市は、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を推

進する。また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流失により、道路の途絶による被災地の孤立が

長期化しないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推進するものとする。 

 

 

第５節 土砂災害防除計画 

１ 土砂災害対策 

本市は、地形的に急峻な山地やがけが多く、土砂災害警戒区域として急傾斜の崩壊420箇所、土

石流41箇所、地すべり5箇所、合計466箇所が存在している(資料編 7 建設・港湾)を参照)。 

土砂災害から市民の生命と財産を守るため、県とともに土砂災害対策施設の整備などのハード対

策を実施するとともに、市民の早期避難等を促進するため、土砂災害防止法に基づく区域指定や防

災情報の提供などのソフト対策を組み合わせ、総合的な土砂災害対策を推進する。 

 

２ 砂防事業 

砂防施設の整備促進を図るとともに、砂防指定地内においては、行為の制限がかかるため、市民

等への周知・指導を行っていく。 

 

３ 地すべり対策事業 

地すべり防止施設の整備促進を図るとともに、地すべり防止区域においては、行為の制限がかか

るため、市民等への周知・指導を行っていく。 

 

４ 急傾斜地崩壊対策事業 

急傾斜地崩壊防止施設の整備促進を図るとともに、急傾斜地崩壊危険区域においては、行為の制

限がかかるため、市民等への周知・指導を行っていく。 

 

５ 土砂災害に関する情報の収集及び予報又は警戒の発令及び伝達に関する事項 

市は、テレビやインターネット等で公表される最新のリアルタイムの防災気象情報(気象注意報・

警報・特別警報)、雨量に関する情報、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布) (気象庁ホー

ムページ)、土砂災害警戒情報補足情報システム(県ホームページ等)等の確認・把握に努める。 

国土交通省は、河川閉塞による湛水を発生原因とする土石流又は河道閉塞による湛水で重大な土

砂災害の急迫した危険が認められる状況において、また、県は、地滑りによる重大な土砂災害の急

迫した危険が認められる状況において、土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにする

ための調査を行い、市町が適切に住民の避難指示等の判断を行えるよう土砂災害が想定される土地

の区域及び時期に関する情報を提供するものとする。 

これらの情報を基に、災害や地域の特性等を総合的に判断し、避難情報の伝達方法等を明確にし

た「避難情報の判断・伝達マニュアル」により、警戒の発令及び市民への伝達を実施する。土砂災

害警戒情報が発表された場合、直ちに避難指示等を発令することを基本とする。 



風水害 － 8 

６ 土砂災害防止法の施行 

（１）土砂災害警戒区域等の指定、公表 

県は、土砂災害（土石流・地すべり・がけ崩れ）から住民の生命及び身体を保護するために、土

砂災害の発生するおそれのある箇所について「土砂災害防止法」の規定に基づく土砂災害警戒区

域等の指定を推進する。 

また県は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の結果を、関係のある市町に通知すると共に、公表

するものとする。 

（２）土砂災害特別警戒区域における規制等 

   県は、土砂災害特別警戒区域において、特定の開発行為（住宅（自己の居住の用に供するものを

除く。）社会福祉施設、学校及び医療施設）を制限する。 

また県等は、土砂災害警戒区域等で、建築物の構造の規制を行う。 

（３）市の地域防災計画 

 市防災会議は、市地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに、次に掲げる事項について

定める。 

ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

イ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

ウ 災害対策基本法第 48 条第 1 項の防災訓練として市長が行う土砂災害に係る避難訓練の

実施に関する事項 

エ 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災

上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ）であって、急傾斜地の崩壊等が発生

するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な

避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施

設の名称及び所在地。 

オ 救助に関する事項 

カ ア～オに掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避

難体制に関する事項 

市防災会議は、市防災計画において前項エに掲げる事項を定めるときは、施設を利用してい

る者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関

する事項を定める。 

（４）要配慮者利用施設の所有者等に対する指示等 

土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者

利用施設の所有者又は管理者は、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該

要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その

他の措置に関する計画を作成しなければならない。当該計画を作成したときは、遅滞なく、市長

に報告しなければならない。計画を変更したときも同様とする。報告を受けた市長は、要配慮者

利用施設所有者又は管理者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

また、市長は要配慮者利用施設所有者又は管理者が、上記計画を作成していない場合は、急傾

斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所

有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

市長は、上記指示を受けたにも関わらず、正当な理由なくその指示に従わなかったときは、そ
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の旨を公表することができる。 

また、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画で定めるところにより、円滑かつ迅速な

避難の確保のための訓練を行わなければならない。 

市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的

に確認するよう努めるものとする。 

（５）市民への周知及び土砂災害に対する防災訓練の実施 

市長は地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害（土石流・地すべ

り・がけ崩れ）が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場所及び避難路そ

の他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事

項を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ）の配布その他の

必要な措置を講ずるものとする。また、市は県と連携して、「土砂災害に対する防災訓練」を実

施し、警戒避難体制の強化を図る。 

（６）避難指示等の解除 

市長は、避難指示等を解除しようとする場合において、必要があると認められるときは、国土

交通省又は県に対して、当該解除に関する事項について、助言を求めることができる。 

 

７ 土砂災害警戒区域等と避難施設その他の避難場所等に関する事項 

  （資料編 ７－４「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」）による。 

 

８ 避難・救出 

  (共通対策編 第３章 災害応急対策計画 第７節「避難救出計画」)による。 

 

 

第６節 山地災害防除計画 

１ 山地災害対策 

県により、地形・地質・植生などの要因により山腹崩壊や土石流等が発生し、人家や公共施設等に

被害を及ぼす危険性の高い箇所が「山地災害危険地区」に指定される。山地災害危険地区では、計画

的に治山事業を実施して山地災害の防止、軽減を図る。 

県及び市は、山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区

に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携により、

減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進により、山地災害の発生防止に努めるもの

とする。特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわたる河川

氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑

制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進するものとする。 

 

２ 治山事業 

荒廃地及び荒廃危険地が存在する森林区域において森林整備(間伐など)や治山ダム、土留工等の治

山施設を設置して、災害の防止、軽減等を図る。 

本県における治山事業の事業費は、静岡県地域防災計画 風水害対策編 第２章「参考資料」表８

のとおりである。 

 

３ 総合的な山地災害対策 

  毎年度、６月１日～１５日の治山パトロール等により、既存の治山施設の点検や保安林の機能の

発現状況を確認し、災害危険箇所の早期発見と災害発生の未然防止を図る。 
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山地災害危険地区の情報を県民にインターネット等を通じて提供し、地域防災対策への活用等 

を促して地域市民自らが避難する体制の支援を図る等の減災に向けた取組を進める。 

 

 

第７節 林道災害防除計画 

林道は、林産物の搬出ばかりではなく、地域の生活道路としての役割も求められており、急峻な地形

に開設されているため、幅員も狭く、急なカーブの箇所もあり、落石等危険な箇所もあるので、計画的

に危険箇所の改良を実施し通行の安全を図る。本県における林道災害防除事業の箇所数及び事業費は、

静岡県地域防災計画 風水害対策の巻 第２章「参考資料」のとおりである。 

 

 

第８節 農地災害防除計画 

農地防災については、災害を未然に防止すべく事前に十分な調査を行い、一般土地改良事業の推進

に平行して各種事業を積極的に進めている。また、県計画及び実施状況は、静岡県地域防災計画 風水

害対策の巻 第２章「参考資料」のとおりである。 

 

１ ため池等整備事業 

現在、市内における当該事業は、県営事業や団体営事業により防災重点ため池の整備を実施して

いる。 

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池を

防災重点農業用ため池に指定するとともに、地震や豪雨・劣化による決壊を防止するため、調査及び

防災工事を実施し、利用実態のないため池については廃止を進める。 

市内に存在する防災重点農業用ため池について、定期的に点検を行い、決壊の危険性を早期に把

握する。 

ア 定期点検の頻度：１回／年 

イ 定期点検を行う者：ため池の管理者 

防災重点農業用ため池について、緊急連絡体制の整備等を推進するとともに、決壊した場合の影

響度が大きいため池から、ハザードマップの作成配布等を計画的に推進し、地域の安全性の確保を

図る。 

 

２ 農地保全事業 

現在、市内における当該事業地区はない。 

 

３ 海岸保全事業 

遠州灘を中心とした「遠州灘対策検討委員会」が設置されている。その中で、平成22年9月に相

良海岸も対象範囲として加わることになった。今後は専門的な視点から浸食、砂利浜化への対策に

ついて検討されることから、引続き促進を図る。 

 

４ たん水防除事業 

この事業は低湿地で、排水河川の変化及び地目変更等他動的原因による状況の変化により、著し

く排水不良になった地区の排水機場、排水樋門、堤防等の新設又は改修を行い、予想される農地及び

農業用施設のたん水被害を未然に防止する事業で、市内にたん水常襲地域があるので、農林水産省

採択基準に基づき実施している。 
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第９節 倒木被害防除計画 

県、市、電気事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網、通信網に支障が生じることへ

の対策として、地域性を踏まえつつ、予防伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向け

た、相互の連携・協力の拡大に努めるものとする。 

また、県及び市は、災害の未然防止のため、森林所有者、施設管理者等との間での協定の締結を推進

するとともに、林野庁の支援等を活用し、送配電線、道路等の重要な施設に近接する森林の整備を推進

するものとする。 

 

 

第10節 盛土災害防除計画 

県及び市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく既存盛土等に関する調査及び盛土による災害

防止に向けた総点検等を踏まえ、人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土に対する安全性

把握のための詳細調査、崩落の危険が確認された盛土に対する撤去、擁壁設置等の対策を国土交通省、

環境省（不法投棄された廃棄物が盛土に混入している場合に限る。）、農林水産省及び林野庁の支援を

得て行うものとする。 

県及び市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関する調査等を実施し、

必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。

また、これらを踏まえ、危険が確認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法

令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防止するために必要

な措置を行うものとする。さらに、県は、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町におい

て地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行う

ものとする。 

県は、不適正な盛土事案の課題解決を図るため、副知事を座長とした部局横断組織である「静岡県盛

土等対策会議」を設置する。その下部組織として、現場レベルの地域部会を置き、県と市町等の関係機

関が連携し、的確な対応につなげるべく初期段階から情報共有を行うものとする。 

 
 

第１１節 避難情報の事前準備計画 

市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報について、河川管理者、水防管理者、

気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難

すべき区域や判断基準、伝達方法、警戒レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明確にし

たマニュアルを作成し、住民への周知及び意識啓発に努める。 

 

１ 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

(1) 市は、市域の河川特性等を考慮し、内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」(令和３年５

月)を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難情報の判断・伝達マニュアル」を作成する。 

具体的な避難情報等の発令基準の設定に当たっては、洪水予報河川等及び水位周知下水道につい

ては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等による。それら以外の河川等に

ついても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものに

ついては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避難情報等の発令基準を策定することとする。

また、安全な場所にいる人まで避難地等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等が

あることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、



風水害 － 12 

必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

(2) 市は、近年の都市型豪雨等に対応するため、タイムライン等の最新の知見を参考にするなど、 

適宜、マニュアルを改訂するよう努めるものとする。 

(3) 沿岸市は、大型台風による高潮の被害想定を踏まえ、高潮、津波に対する「避難情報の判断・ 

伝達マニュアル」を作成するよう努めるものとする。 

(4)  市は「避難情報の判断・伝達マニュアル」を作成するに当たり、県から技術的専門的な助言 

や、作成支援等を受ける。 

 

２ 住民への周知・意識啓発 

(1)  市は、避難指示、緊急安全確保が発令された際、避難地への移動（立ち退き避難・水平避難）、

知人・友人宅をはじめとした「近隣の安全な場所」への移動、自宅・施設等の浸水しない上階への

避難(垂直避難)、自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる(退避)等により安全を確保する「屋内

安全確保」など状況に応じた多様な選択肢があることについて、住民へ平時から周知しておく。高

齢者等避難の活用等により、早めの段階で避難行動を開始することについて、市は、日頃から住民

等への周知啓発に努める。また、県及び市町は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地

域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理

解の促進を図るものとする。 

(2)  市は、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件

等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、避難

とは「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避

難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員

避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 

(3)  市は、住民等の逃げ遅れをなくすために、避難行動計画(マイ・タイムライン)の策定に向けた住

民等の取組を支援する。その際、市町は、県が策定した「マイ・タイムラインワークショップ進め

方の手引き」等を参考に、各地域における住民等によるマイ・タイムライン作成のためのワークシ

ョップ実施を促すよう努める。 

 

 

第1２節 避難誘導体制の整備計画 

市は、水防団体等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。また、防災訓練の

実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講

じることとし、周知に当たっては、要配慮者・避難行動要支援者に配慮するものとする。 

その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的 

な災害が発生することを考慮するよう努める。 

なお、防災マップの作成に当たっては住民参加型等の工夫をすることにより、災害からの避難に 

対する住民等の理解の促進を図るよう努める。 

地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、避難行動要支援者の誘導に配慮し、地 

域住民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者等と連携し、平常時より、情報伝達体制の整備、要配 

慮者に関する情報の把握・共有、避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

また、高齢者等避難、避難指示といった避難情報について、 

河川管理者、水防管理者、気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、 
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収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法及び避難の際の留意点等を明確に 

したマニュアルを作成し、住民への周知に努める。 

 

 

第1３節 防災知識の普及計画 

原則として、共通対策編第２章災害予防計画第４節防災知識の普及計画及び風水害対策編第２章災 

害予防計画第10 節避難情報の事前準備計画２ 住民への周知・意識啓発に準ずる。 

加えて、市は、国、関係機関等の協力を得つつ、地域の水害・土砂災害リスクや災害時にとるべき行 

動について普及啓発するとともに、地域住民の適切な避難や防災活動に資するよう以下の施策を講じ

る。 

 

・浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料として、図面表示等を含む形で取 

りまとめたハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い、住民 

等に配布するものとする。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避 

難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想定されてい 

ないか住民等に確認を促すよう努めるものとする。また、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共 

施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池について、緊急連絡体制の整備等を推進 

するとともに、決壊した場合の影響度が大きいため池から、ハザードマップの作成・周知を図る。 

加えて、中小河川や雨水出水による浸水に対応したハザードマップ作成についても、関係機関が 

連携しつつ作成・検討を行う。 

・土砂災害警戒区域、避難場所、避難経路等の土砂災害に関する総合的な資料として、図面等を含 

む形で取りまとめたハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等を分かりや 

すく作成し、住民等に配布するものとする。 

・山地災害危険地区等の山地災害に関する行動マニュアル、パンフレット等を作成し、住民等に配布

する。 

・高潮による危険箇所や、避難場所、避難路等高潮災害の防止に関する総合的な資料として図面表示

等を含む形で取りまとめたハザードマップや防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作成

を行い、住民等に配布するものとする。 

 

 

第1４節 自主防災活動 

(共通対策編 第２章災害予防計画 第７節「自主防災組織の育成」及び第８節「事業所等の自主的

な防災活動」に準ずる) 
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第３章  災害応急対策計画 

 

 

この計画は、「水防法」(昭和２４年法律第１９３号)に基づき市の水防体制、情報収集、予警報の伝

達等の水防活動の円滑な実施並びに水防管理団体の行う水防の計画基準等について必要な事項を規定

するほか、風水害に対する市の対応を定め、もって管轄下各河川、湖沼、海岸の洪水、津波又は高潮に

よる水災を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減することを目的とする。 

なお、ここに定めのない事項については、(共通対策編 第３章 災害応急対策計画)及び牧之原市水

防計画書による。 

 

 

第１節 指定水防管理団体、水防機関 

１ 指定水防管理団体 

指定水防管理団体とは、「水防法」第４条の規定により水防上公共の安全に重大な関係のある水防

管理団体で、知事の指定した市町又は組合をいう。 

指定水防管理団体は毎年水防訓練を実施するとともに、当該団体の水防協議会を設置する場合は、

当該水防協議会に諮って水防計画を定め、知事へ届け出なければならない。 

水防協議会を設置しない場合は、市防災会議に諮って水防計画を定め、知事へ届け出なければな

らない。 

管理団体名 主要河川・海岸名 

牧之原市 萩間川、坂口谷川、勝間田川、相良海岸、榛原海岸 

 

２ 水防機関 

水防業務を処理する水防の機関は水防団(市消防団)をもって充てる。 

 

 

第２節 水防管理団体の水防計画 

指定水防管理団体の水防計画は、市地域防災計画においておおむね次の事項について定める。 

１ 水防組織 

２ 重要水防箇所 

３ 通信連絡 

(１) 水防区(土木事務所)と水防管理者間の連絡(電話番号、連絡責任者) 

(２) 水防管理者と水防団 

(３) 上下流水防管理者との連絡 

４ 非常配備 

５ 水防信号(資料編 16-8)及び水防標識 

６ 避難のための立退 

危険箇所に対する避難箇所の具体的な明示、避難指示者及び責任者 

７ 水防倉庫及び資材一覧表 
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第３節 水防組織及び非常配備体制 

水防管理者(市長)は、洪水等の水害が発生するおそれのある場合、市水防本部(以下「水防本部」とい

う。)を設置する。ただし、市災害対策本部が設置されたときは、その組織に統合されるものとする。 

 水防組織及び非常配備体制は、水防計画書のとおりである。 

 市災害対策本部の設置及び任務については、(共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第2節「組織

計画」)のとおりである。 

不在 

 

 

第４節 水防上注意を要する水門等 

水防上注意を要する水門等は、水防計画書のとおりである。 

 

 

第５節 水防区域の危険箇所 

市の重要水防箇所は、水防計画書において示すものとする。 

 

 

第６節 水防に関する予警報 

１ 水防活動に必要な用法及び警報とその措置については水防計画書において示すものとする。 

 

２ 洪水予報は水防計画書において示すものとする。 

 

３ 水防警報は水防計画書において示すものとする。 

 

４ 氾濫危険水位の水位到達情報は水防計画書において示すものとする。 

 

５ 道路の通行規制に関する情報 

 道路管理者は、降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、できるだけ早く通行規制予告

を発表するものとする。その際、当該情報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日時、迂回

経路等を示すものとする。また、降雨予測の変化に応じて予告内容の見直しを行うものとする。 

 

 

第７節 情報収集・伝達 

(共通対策編 第３章 災害応急対策計画 第４節「通信情報計画」)に準ずる。 

 

 

第８節 広報活動 

(共通対策編 第３章 災害応急対策計画 第５節「災害広報計画」)に準ずる。 
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第９節 水防資機材の整備及び調達 

市水防倉庫の設置状況及びこれに備蓄している資材、機材の整備状況は、水防計画書に示すものと

し、市は必要な資材、機材を備蓄するものとする。 

 なお、氾濫水などの排水のため、整備した排水ポンプ車等の資機材により迅速な排水活動ができ

るよう訓練を行うものとする。また、国の排水ポンプ車のより迅速かつ確実な支援を受けるため、排

水作業準備計画書による実働訓練を行うとともに計画の見直しなども行うものとする。 

 

 


